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宇
部
市
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程 

令
和
四
年
四
月
一
日 

水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
十
二
号 

沿
革 

令
和 

 

六
年 

二
月
二
十
八
日 

管
理
規
程
第 

 

二
号 

第 

一
次
改
正 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年

条
例
第
七
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
を

決
定
す
る
場
合
の
基
準
及
び
給
与
の
支
給
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
） 

第
三
条 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
の
能
力
等
を
考
慮
し
、

そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

第
四
条 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た

職
務
の
級
の
号
給
が
別
表
に
定
め
る
職
種
別
基
準
表
（
以
下
「
職
種
別
基
準
表
」
と
い
う
。）
の
基
礎

号
給
欄
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
号
給
と
し
、
当
該
職
務
の
級
の
号
給
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
と
き
及
び
同
表
の
職
種
欄
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該

職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
と
す
る
。 

２ 

職
種
別
基
準
表
に
定
め
る
基
準
と
異
な
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
（
会
計
年
度
任
用
職

員
と
し
て
宇
部
市
水
道
局
に
お
い
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
有
す

る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条

か
ら
第
八
条
ま
で
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
種
別
基
準
表
の
基
礎
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
よ
り

も
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
は
、
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
及
び
職
種
別
基
準
表

の
上
限
欄
に
定
め
ら
れ
て
い
る
号
給
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
職
種
別
基
準
表
の
適
用
方
法
） 

第
五
条 

職
種
別
基
準
表
は
、
職
種
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
。 

２ 

職
種
別
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合

を
除
き
、
宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
三
十
五
号
。

以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
定
め
る
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
給
の
調
整
） 

第
六
条 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
職
種
別
基
準

表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
し
て
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四

十
六
年
規
則
第
二
十
八
号
。
）
別
表
第
四
に
加
え
る
調
整
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
免
許
等
の
資

格
を
有
す
る
者
の
職
種
別
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
す
る
に

際
し
そ
の
者
の
職
務
に
直
接
有
用
な
知
識
又
は
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
同

表
の
基
礎
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
の
号
数
に
そ
の
調
整
年
数
の
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
給
を
も
っ
て
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同
欄
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
給
） 

第
七
条 
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
給
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
ご
と
に
経
験
月
数
を
十
二
月
で
除
し
た
数
に
、
通
常
の
勤
務
時
間
の
一
週
間
当
た

り
の
平
均
時
間
数
を
宇
部
市
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程

（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
、
当
該
乗
じ
て
得
た
数
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し
た
数
（
一
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
を
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
号
数

（
前
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
は
、
そ
の
号
給
の
号
数
と
す
る
。）
に
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号

給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
特
殊
な
経
験
等
を
有
す
る
者
の
号
給
） 

第
八
条 

特
殊
な
経
験
等
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
号
給
の
決
定
に
つ
い
て
前
条
の
規

定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
常
勤
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
常
勤
の
職
員
」
と
い

う
。）
及
び
他
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
そ
の
者
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
号
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
） 

第
九
条 

職
種
別
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
区
分
の
定
め
が
な
い
職
種
欄
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
フ

ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
支
給
） 

第
十
条 

条
例
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
七
条
に
規
定
す
る
管
理
者
が
定
め
る
期
日
は
、

毎
月
十
九
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
土
曜
日
、
日
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
第
二
十
条
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と

い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
繰
り
上
げ
た
日
又
は
繰
り
下
げ
た
日
と
す
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通
勤
手
当
） 

第
十
一
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
給
与
規
程
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
等
の
支
給
） 

第
十
二
条 

条
例
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
手

当
、
条
例
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
休
日
勤

務
手
当
及
び
条
例
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
夜
間
勤
務
手
当

の
支
給
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
） 

第
十
三
条 

条
例
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
割
合
に
つ
い
て

は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
条
例
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
十
四
条 

条
例
第
七
条
に
お
い
て
給
与
規
程
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
給
与
規
程
第
十
九
条
第
一
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間

の
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
日
勤
務
手
当
） 

第
十
五
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
二
十
条
に
定
め
る
割
合
及
び
第
二
十

五
条
に
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
十
六
条 

条
例
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
規

定
す
る
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲
、
期
末
手
当
の
支
給
額
そ
の
他
期
末
手
当
の
支
給
及
び

一
時
差
止
め
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
十
六
条
の
二 

条
例
第
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で

に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲
、
勤
勉
手
当
の
支
給
額
そ
の
他
勤
勉
手
当
の
支
給

及
び
一
時
差
止
め
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

追
加
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
級
） 

第
十
七
条 

月
額
に
よ
り
給
料
を
定
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
は
、
第
三
条

か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
得
た
基
準
月
額
（
以
下
「
基
準
月
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
を
三
十

八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
と
す
る
。 

２ 

日
額
に
よ
り
給
料
を
定
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
は
、
基
準
月
額
を
二

十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日

当
た
り
の
勤
務
時
間
数
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

時
間
額
に
よ
り
給
料
を
定
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
は
、
基
準
月
額
を

百
六
十
二
・
七
五
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
に
係
る
手
当
） 

第
十
八
条 

条
例
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
割
合
に
つ
い
て

は
、
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
日
勤
務
に
係
る
手
当
） 

第
十
九
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
二
十
条
に
定
め
る
割
合
は
、
常
勤
の

職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
二
十
条 

条
例
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
規

定
す
る
期
末
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲
、
期
末
手
当
の
支
給
額
そ
の
他
期
末
手
当
の
支
給
及
び

一
時
差
止
め
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

２ 

通
常
の
勤
務
時
間
の
一
週
間
当
た
り
の
平
均
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
未
満
の
者
は
支
給
し
な
い
と

す
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
条
の
二 

条
例
第
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で

に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲
、
勤
勉
手
当
の
支
給
額
そ
の
他
勤
勉
手
当
の
支
給

及
び
一
時
差
止
め
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
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す
る
。 追

加
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
支
給
） 

第
二
一
条 
条
例
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
七
条
に
規
定
す
る
管
理
者
の
定
め
る
給

与
の
期
日
は
、
月
額
に
よ
り
給
与
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ

て
は
毎
月
十
九
日
と
し
、
日
額
又
は
時
間
額
に
よ
り
給
与
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
翌
月
十
五
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き

は
、
繰
り
上
げ
た
日
又
は
繰
り
下
げ
た
日
と
す
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
に
係
る
手
当
等
の
支
給
） 

第
二
十
二
条 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
、
夜
間
勤
務
及
び
休
日
勤
務
に
係
る

手
当
は
、
そ
の
月
の
分
を
翌
月
の
手
当
の
支
給
日
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
に
お
い
て
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
時
の
給
与
） 

第
二
十
三
条 

時
間
額
に
よ
り
給
与
が
定
め
ら
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
宇
部

市
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
第
十
三
条
に
規
定
す
る
年
次

休
暇
及
び
同
規
程
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
給
の
休
暇
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
つ
い
て
勤
務
し
た
と
き
に
支
払
わ

れ
る
通
常
の
給
与
を
支
給
す
る
。 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通
勤
に
係
る
手
当
） 

第
二
十
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
給
与
規
程
第
十
七
条
第
二
項
の
規

定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
給
与
規
程
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
得
た
額
に
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
を
五
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

（
端
数
計
算
） 

第
二
十
五
条 

条
例
第
七
条
か
ら
第
九
条
及
び
条
例
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
給
与
規
程
第
四
十
八

条
に
定
め
る
計
算
は
、
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
委
任
） 

第
二
十
六
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
験
年
数
の
特
例
） 

２ 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
お
い
て
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
職
の
非
常
勤
職
員
、
改
正
前
の
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
臨
時
的
任
用
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
と
し
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
同
種

の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
を
有
す
る
場
合
の
当
該
年
数
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
規
定
す
る
経
験

年
数
と
み
な
す
。 

（
宇
部
市
上
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 
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３ 

宇
部
市
上
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
管
理
規
程
第
一

号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

別表（第四条関係） 

職種別基準表 

 

職種 学歴免許等 
基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

一般事務 

大学卒 1 25 1 29 

短大卒 1 17 1 29 

高校卒 1 9 1 29 

一般事務 （監督職）  3 1 3 1 

司書 大学卒 1 29 1 37 

学芸員 大学卒 1 29 1 37 

警察 

大学卒 1 25 1 29 

短大卒 1 17 1 29 

高校卒 1 9 1 29 

保育士 
大学卒 1 27 1 29 

短大卒 1 19 1 29 

看護師 
大学卒 1 27 1 29 

短大卒 1 19 1 29 

栄養士 
大学卒 1 27 1 29 

短大卒 1 19 1 29 
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保健師 大学卒 1 29 1 37 

教諭 大学卒 1 29 1 37 

教諭 （監督職）  3 1 3 1 

技能労務職 

大学卒 1 25 1 29 

短大卒 1 17 1 29 

高校卒 1 9 1 29 

庁舎管理等業務員  1 21 1 29 

車両整備員  1 29 1 37 

ごみ処理施設電気主任 

技術者 
 1 41 1 41 

ごみ処理施設ボイラー・ 

タービン主任技術者 
 1 63 1 63 

相談支援包括化支援員  1 49 1 49 

要介護等認定調査員  1 19 1 29 

介護支援専門員  1 49 1 49 

家庭児童相談員  1 19 1 29 

有害鳥獣対策支援員  1 48 1 48 

公用車運転管理業務員  1 21 1 29 

ＩＣＴ推進員  4 64 4 64 


